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譲渡制限付株式としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ 

 

オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：井上 亮）は、2024年10月2日の決定に基づく譲渡制

限付株式としての自己株式の処分に関し、本日払込手続きが完了しましたので、下記のとおりお知らせ

します。 

なお、当初予定していた処分する株式の数、処分先の人数及び処分総額につきまして、一部失権により

変更が生じましたので、併せて変更内容をお知らせします。 

本件の詳細につきましては、2024年10月2日付「譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお

知らせ」をご参照ください。 

  

記 

 

１．自己株式の処分の概要（変更箇所には下線を付しています） 

  変更後 変更前 

（１） 処分する株式の 

種 類 及 び 数 
当社普通株式 141,300株 当社普通株式 141,700株 

（２） 処 分 価 額 1株につき 3,363円 1株につき 3,363円 

（３） 処 分 総 額 475,191,900円 476,537,100円 

（４） 処分先及びその

人数並びに処分

株 式 の 数 

当社の社員 234名 106,200株 

当社子会社等※の社員  

81名 35,100株 

当社の社員 235名 106,600株 

当社子会社等※の社員  

81名 35,100株 

（５） 処 分 期 日 2024年 12月 2日 2024年 12月 2日 

※ 当社の完全子会社及び当社の完全子会社が発行済株式の総数を所有する会社を指します。 

 

２．変更の理由 

 処分する株式の数、処分先の人数及び処分総額の変更は、自己株式の処分を決定した時点において割

当予定であった者のうち、割当時点で割当対象者の要件を充足しなくなった者 1名が失権したことによ

るものです。 

 

３．今後の見通し 

 今回の変更が当社の 2025年 3月期連結業績に与える影響は軽微です。 

 

以 上 

 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167 


